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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
密閉された電池容器を備えた電池セルと、
前記電池容器に圧着されることで前記電池容器との間に密閉空間を形成し、且つ、第１ガ
スを第２ガスへ変換するガス変換物質と前記第２ガスの量または濃度を計測するガスセン
サーとを前記密閉空間に備えたキャップと、
前記第２ガスの量または濃度に対応する情報を受信する制御装置と
を有し、
前記制御装置は、前記情報が前記第２ガスの量または濃度の増加を示す場合に、前記電池
容器の密閉が破壊したと判定することを特徴とする電池システム。
【請求項２】
前記第１ガスは有毒ガスであり、前記第２ガスは無害ガスであることを特徴とする請求項
１に記載の電池システム。
【請求項３】
前記第１ガスはフッ化水素ガスであり、前記第２ガスは二酸化炭素ガスであることを特徴
とする請求項２に記載の電池システム。
【請求項４】
前記第１ガスは一酸化炭素ガスであり、前記第２ガスは二酸化炭素ガスであることを特徴
とする請求項２に記載の電池システム。
【請求項５】
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　前記電池セルから電力供給を受けて動作する電力負荷をさらに有し、
前記制御装置は、前記電池容器の密閉が破壊したと判定した場合に、前記電力供給の上限
値を制限することを特徴とする請求項３または請求項４に記載の電池システム。
【請求項６】
　音響装置をさらに有し、
前記制御装置は、前記電池容器の密閉が破壊したと判定した場合に、前記音響装置を作動
させて警報を鳴らすことを特徴とする請求項５に記載の電池システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池システム、特に電池セルの密閉状態を判定する電池システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電池セルは、正極板、負極板、および電解液等が密閉された電池容器の内部に収納され
て、製品として市販される。しかし、製造時に密閉されるはずの電池容器も、製造時に溶
接等の不具合により厳密に密閉されない場合が生じうる。また、市販された後に、電池セ
ルが使用される状態や使用環境によっては、電池容器の密閉箇所に穴が開く場合がある。
すなわち、電池容器の密閉状態が保てなくなる場合がある。
　このように、電池容器の密閉状態が維持できなくなった場合、化学薬品である電解液や
使用時に電池セル内部で発生する化学ガスが、当該電池セルが組み込まれて当該電池セル
から電力供給を受ける電池システムの構成部品に接触等して、当該構成部品を腐食させる
などし、結果として電池システムに故障を発生させる恐れがある。
　また、上記電解液や上記ガスは、一般的に人体に有毒であり、電池容器の密閉状態が維
持できなくなった場合には、電池システムのユーザーや保守作業を行う者に傷害などの悪
影響を及ぼす恐れがある。
　そこで、電池セルの製造時に、電池容器から漏れ出したガスをガスセンサーにより工場
内で検査するための構成（特許文献１参照）や、市販後に、電池システムで使用する複数
の電池セルが接続された組電池から漏れ出したガスを検知すべく、当該組電池の容器にガ
スセンサーを配置した構成（特許文献２参照）などが報告されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－２５９８９８号公報
【特許文献２】特開２００８－２５１３０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、特許文献１及び特許文献２の技術は、電池容器で発生して電池容器の外部
へ漏れ出したガスをガスセンサーで検知することができるが、当該ガスが浮遊している以
上、当該ガスが電池システムの構成部品に接触等したり、工場内で保守作業を行う者等に
接触したりすることを回避することは容易ではない。すなわち、上記腐食による電池シス
テムの故障やユーザー等への悪影響を防止することが困難であった。
　そこで、本発明は、電池容器の密閉状態が維持できなくなったか否かを検知することが
できるのみならず、上記密閉状態が維持できなくなったことにより生じる電池システムの
故障やユーザー等への悪影響を防止することができる電池システムを提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
前記の目的を達成するために、本発明の電池システムは、密閉された電池容器を備えた電
池セルと、前記電池容器に圧着されることで前記電池容器との間に密閉空間を形成し、且
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つ、第１ガスを第２ガスへ変換するガス変換物質と前記第２ガスの量または濃度を計測す
るガスセンサーとを前記密閉空間に備えたキャップと、前記第２ガスの量または濃度に対
応する情報を受信する制御装置とを有し、前記制御装置は、前記情報が前記第２ガスの量
または濃度の増加を示す場合に、前記電池容器の密閉が破壊したと判定することを特徴と
する。
【０００６】
　すなわち、電池容器の密閉状態が維持できなくなった場合に、電池容器の内部から発生
する第１ガスをガス変換物質により所定の第２ガスへ変換し、第２ガスの量または濃度を
ガスセンサーが計測するので、制御装置は電池容器の密閉状態が維持できなくなったか否
かを容易に検知することができるのみならず、当該所定の第２ガスへ変換することで、上
記腐食やユーザー等への上記悪影響を防止することが可能となる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の電池システムによれば、電池容器の密閉状態が維持できなくなったか否かを検
知することができるのみならず、上記密閉状態が維持できなくなったことにより生じる電
池システムの故障やユーザー等への悪影響を防止することができる電池システムを提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態の電池システム概要図である。
【図２】本発明の実施形態の電池システムにおける電池セルとガス検知キャップとの物理
的接続関係を示す概要図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の実施形態に係る電池システムは、各電池セルの電池容器に後述のガス検知キャ
ップを嵌め合わせ、電池容器の密閉状態が維持できなくなった場合（電池容器の密閉が破
壊した場合）に電池容器の内部から外部へ漏れ出るガス、例えば有毒ガスを当該ガス検知
キャップの内部で無毒ガスに変換するとともに、当該無毒ガスの量または濃度を当該ガス
検知キャップに配置したガスセンサーで計測することで、表示装置に電池容器の密閉状態
が維持できなくなったことを適宜表示することを特徴の１つとしている。以下、図面を参
照しながら、詳述する。
【００１０】
以下、本発明の実施形態による電池システムにつき図面を参照して説明する。まず、図１
を用いて電池システム１の構成概要を説明し、さらに、図２を用いて電池システム１で用
いるガス検知キャップの構成を詳述した後、図１及び図２を用いて電池システム１が電池
容器の密閉状態が維持できなくなったか否かの検知（以下、「電池容器密閉破壊検知」と
いう）をいかように行うか説明する。
【００１１】
図１は電池システム１の構成を示す図である。電池システム１で用いる電池セルは、電池
システム１の用途に応じて一次電池または二次電池等のいずれの電池でも用いることが可
能であるが、ここでは電池セルの一例として、充放電可能な電池セル、例えば蓄電池であ
るリチウムイオン二次電池の電池セルを用いて説明する。
電池システム１は、電池モジュール２、電力負荷３、上位制御装置４、表示装置５を備え
ている。
複数の電池セルＣＥａ～ＣＥｈからなる組電池と当該組電池の監視制御装置であるＢＭＳ
（Battery Management System）６とを含む電池モジュール２は、電池システム１の外部
から電池システム１の内部へはめ込まれて固定される。モジュールとすることで、電池シ
ステム１の外部から容易に交換可能となっている。なお、電力負荷３、上位制御装置４、
および表示装置５は電池システム１に予め組み込まれている。また、ここでは、上位制御
装置４およびＢＭＳ６を併せて単に制御装置という場合もある。
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　ここで、電池システム１は、例えば、電力負荷３である電気モータに車輪を接続したフ
ォークリフトなどの産業車両、電車、または電気自動車などの移動体、並びに電力負荷３
である電気モータにプロペラまたはスクリューを接続した飛行機または船などの移動体で
あってもよい。さらに、電池システム１は、例えば家庭用の電力貯蔵システムや、風車や
太陽光のような自然エネルギー発電と組み合わせた系統連系円滑化蓄電システムなどの定
置用のシステムであってもよい。すなわち、電池システム１は、組電池を構成する複数の
電池セルによる電力の少なくとも放電を利用するシステムであり、また、充放電を利用す
るシステムであってもよい。
【００１２】
　電池モジュール２内の組電池は、電池システム１の電力負荷３に電力を供給するもので
あり、直列接続された電池セルＣＥａ～ＣＥｄからなる第１アームと直列接続された電池
セルＣＥｅ～ＣＥｈからなる第２アームとが並列に接続されている。なお、以下、各電池
セルＣＥａ～ＣＥｈに対応する電圧センサーＶ、温度センサーＴ、ガスセンサーＧ等の各
構成については、対応する各構成の説明記号の末尾にａ～ｈを適宜記載し、いずれの電池
セルに対応する構成の説明であるかを明示することとする。
組電池を構成する複数の電池セルＣＥａ～ＣＥｈには、セル温度を計測するための温度セ
ンサーＴａ～Ｔｈおよびセル電圧を計測するための電圧センサーＶａ～Ｖｈが、各々の電
池セルにそれぞれ１つずつ対応して配置されている。また、これら各々の電池セルには、
それぞれの電池セルの電池容器から漏れるガスを検知するため、各々の電池セルにそれぞ
れ１つずつ対応してガスセンサーＧａ～Ｇｈが配置されている。
さらに、各アームには対応する電流センサーが１つ、ここでは第１アームに対して電流セ
ンサーＩαが、また、第２アームに対して電流センサーＩβが配置されており、各アーム
を流れる電流を計測することができる。
上述したセル温度、セル電圧、各アームを流れる電流、およびガス漏れの有無を検知・計
測する各種のセンサーが出力した検知・計測情報は、後述するＢＭＳ６に入力される。
　なお、ここでは４つの電池セルが直列接続されて１つのアームを形成し、計２つのアー
ムが並列に接続されている構成としている。しかしながら、各アームに接続される電池セ
ルの個数、さらにはアームの個数は、各々１つであっても各々複数であってもいかように
も設計可能である。
【００１３】
ＢＭＳ６は、２つのＣＭＵ（Cell Monitor Unit）、すなわちＣＭＵ１およびＣＭＵ２と
、ＢＭＵ（Battery Management Unit）とを含んで構成される。
ここで、ＣＭＵ１およびＣＭＵ２は、図示しないＡＤＣ（Analog Digital Converter）を
備えており、上記各種のセンサーが検知して出力する複数の上記検知・計測情報をそれぞ
れアナログ信号として受け、これらアナログ信号をＡＤＣによってそれぞれに対応するデ
ジタル信号に変換した後、関連情報（上記検知・計測情報に関連した情報であり、ＢＭＵ
にて演算される各電池セルの充電率（ＳＯＣ）を含む。また、各電池セルに対応した後述
の電池容器密閉破壊検知情報を含む）を算出等するための複数のパラメータとしてＢＭＵ
へ出力している。そして、本実施形態においては、図１に示すように、各ＣＭＵがそれぞ
れ４つの電池セルに対応する上記各種のセンサーとバスまたは信号線により接続されてい
る。
【００１４】
上位制御装置４は、ユーザーの指示（例えば、電池システム１が電気自動車の場合には、
ユーザーによるアクセルペダルの踏み込み量）に応じて電力負荷３を制御するとともに、
ＢＭＳ６から送信される組電池の関連情報を受信し、表示装置５を制御して、適宜、当該
関連情報を表示装置５に表示させる。また、上位制御装置４は、上記関連情報が異常値で
あると判断した場合には、表示装置５に内蔵された異常ランプを点灯させる等するととも
に、表示装置５に内蔵されたブザー等の音響装置を作動させて警報を鳴らし、光と音によ
り視覚および聴覚を刺激してユーザーの注意を促す。
表示装置５は、例えば上記音響装置を備えた液晶パネル等のモニターであり、上位制御装
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置４からの制御に基づいて組電池を構成する複数の各電池セルＣＥａ～ＣＥｈの上記関連
情報の表示等を行うことができる。
　電力負荷３は、例えば電気自動車の車輪に接続された電気モータやインバータ等の電力
変換器である。電力負荷３は、ワイパーなどを駆動する電気モータであってもよい。
【００１５】
では、図２を用いて、電池システム１で用いる電池セルＣＥａ～ＣＥｈとガス検知キャッ
プＣＡａ～ＣＡｈとの物理的接続関係を説明する。いずれの電池セルＣＥとガス検知キャ
ップＣＡの構成もそれぞれ同一であり、それらの物理的接続関係も同一であるので、ここ
では、代表的に電池セルＣＥａとガス検知キャップＣＡａとを用いて説明する。
なお、図２（ａ）～（ｅ）ではいずれも同一の直交座標系を用いている。また、以下で示
す寸法Ｌ１～Ｌ７、Ｗ１～Ｗ３、およびＤ１～Ｄ３の大小関係は、０＜Ｌ７＜Ｌ３≦Ｌ５
＜Ｌ４＜Ｌ６＜Ｌ１≦Ｌ２、０＜Ｗ２≦Ｗ１＜Ｗ３、０＜Ｄ２≦Ｄ１＜Ｄ３　である。
【００１６】
図２（ａ）は、電池セルＣＥａの構成概要を示す図である。電池セルＣＥａの電池容器は
角型であり、積層電極体（図示せず）が収納された容器７が蓋８で密閉されて電池セルＣ
Ｅａが構成される。なお、電池容器は、容器７と蓋８とからなる。
容器７は、Ｙ軸方向に短辺（寸法Ｄ１）且つＸ軸方向に長辺（寸法Ｗ１）を配置した略矩
形の底面を持ち、当該底面の全ての辺に接続して当該底面に垂直方向（＋Ｚ方向）に伸び
る壁面を持つ容器である。
蓋８は、電池容器２の上記底面と実質的に同一の板状の形状であり、電極端子（正極端子
９又は負極端子１０）が当該板状の形状の両面に貫通して固定されている。また、図示し
ないものの、蓋８には、電解液を注液する注液孔も形成されている。なお、ここでは、Ｘ
Ｙ平面において半径ｒの略円状の形状を備えた円柱状の電極端子を使用している。
容器７と蓋８は、電解液等で変質しない絶縁性のプラスチック樹脂製でもよいし、アルミ
ニウム等の導電性の金属製であってもよい。これらが互いに同一材料であると、溶接又は
接着・熱溶着等で容器７と蓋８との密閉を効果的に行うことができる。ここでは、これら
が導電性の場合を示すので、電極端子が蓋８と電気的に接続しないように、電極端子と蓋
８との間にプラスチック樹脂等の絶縁性部材１１を設けている。
なお、当該密閉の段階では注液孔が埋められていないため、厳密な意味では実質的に完全
な密閉状態ではない。当該密閉の後、注液孔から電解液（図示せず）を注液し、ネジ等の
封止部材により注液孔を塞いで実質的に完全な密閉状態とする。当該実質的に完全な密閉
状態をより完全なものとするため、当該封止部材は蓋８と同一材料であることが望ましい
。
【００１７】
上記積層電極体は、複数の正極板と複数の負極板とがそれぞれセパレータを介して順次積
層された積層電極体（積層型積層電極体）でもよいし、１つの正極板と１つの負極板とが
１つのセパレータを介して積層され且つ巻かれた状態の積層電極体（捲回型積層電極体）
でもよい。
図示を省略しているが、積層電極体には正極板（マンガン酸リチウム等の正極活物質が塗
工されている）から延びる正極タブと負極板（カーボン等の負極活物質が塗工されている
）から延びる負極タブとが形成されており、それぞれ対応する正極リードまたは負極リー
ドを介して、それぞれに対応する正極端子９または負極端子１０に電気的に接続されてい
る。
【００１８】
　では、次に、図２（ｂ）～（ｄ）を用いて、ガス検知キャップＣＡの構成を説明する。
図２（ｂ）～（ｄ）に示す各構成の位置関係を理解容易とするため、これらの図の間には
一点鎖線を適宜記載している。
　ガス検知キャップＣＡは、接合不良や破断が生じやすい箇所である「容器７と蓋８とが
溶接又は接着・熱溶着等された接合部」や「電極端子と蓋８とが樹脂等で接合された接合
部」等の電池容器の密閉状態が維持できなくなる蓋然性のある部位（以下、ガス漏れ危険
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部位という）を覆って密閉し、且つ、電池セルとガス検知キャップＣＡの内側との間に空
間を形成してガス漏れ危険部位から漏れ出るガスをガス検知キャップＣＡの内側に配置さ
れるガスセンサーまで導くことができるガス流路の形成された構成である。
　具体的には、ガス検知キャップＣＡは、ゴム等の弾力性のある樹脂製であり、外形が、
Ｘ方向に寸法Ｗ３且つＹ方向に寸法Ｄ３の略矩形の平板部１２（なお、Ｚ方向の厚みは（
Ｌ４-Ｌ５））と、平板部１２の４辺に接続し且つ当該４辺から－Ｚ方向に延びる圧着部
１３（容器７を実質的に隙間なく圧迫して容器７に密着することをここでは「圧着」とい
い、圧着部１３はこの圧着をすることができる）と、平板部１２のＸＹ平面に存在する２
つの面のうち－Ｚ側の面（平板部１２の裏面）に接続し且つ当該裏面から－Ｚ方向に延び
る支柱部１５（ガス検知キャップＣＡを電池セルに装着した際に、平板部１２と蓋８との
間に介在して平板部１２を支えることで上記空間を形成する）とを備えている。
なお、平板部１２のＸＹ平面に存在する２つの面のうち+Ｚ側の面は、以下、平板部１２
の表面という。
後述する回路基板１７を平板部１２の表面に固定し、回路基板１７も含めてガス検知キャ
ップＣＡとしてしてもよい。
　以下、ガス検知キャップＣＡの各構成につき、詳述する。
【００１９】
　図２（ｅ）に、ガス検知キャップＣＡを－Ｚ側から見た図、すなわち、ガス検知キャッ
プＣＡの裏面図を示す。
　平板部１２には、電極端子に対応する位置に、電極端子のＸＹ平面の断面形状と実質的
に同じ且つやや小さい形状であって、平板部１２をＺ方向に貫通する貫通孔１４が形成さ
れている。ここでは、電極端子の上記断面形状が直径（２×ｒ）の略円であるので、貫通
孔１４の上記形状も、当該略円の形状である。上記のように、やや小さい形状としている
のは、平板部１２を電極端子に圧迫して密着させ、且つ、電極端子と平板部１２との間に
実質的に隙間が生じないようにするためである。
なお、上記「圧着」は、平板部１２が電極端子を実質的に隙間なく圧迫して電極端子に密
着することも含む用語とする。従って、平板部１２は電極端子に圧着しているといえる。
【００２０】
圧着部１３は、ＸＹ平面で見て平板１２の全周に接し且つ当該全周を取り囲んでいる。具
体的には、寸法Ｗ３×Ｄ３の略矩形の平板部１２の裏面において、Ｙ方向の当該略矩形の
２つの辺から、それぞれＸ軸方向で平板部１２の内側に向かう厚みを幅{（Ｗ３-Ｗ１）/
２}とし且つＺ方向の高さが平板部１２の表面から寸法Ｌ２である第１領域１３aと、第１
領域１３aに接して平板部１２の裏面に配置され且つそれぞれＸ軸方向で平板部１２の内
側に向かう厚みを幅{（Ｗ１-Ｗ２）/２}とし且つＺ方向の高さが平板部１２の表面から寸
法Ｌ３である第２領域１３ｂと、Ｘ方向の当該略矩形の２つの辺から、それぞれＹ軸方向
で平板部１２の内側に向かう厚みを幅{（Ｄ３-Ｄ１）/２}とし且つＺ方向の高さが平板部
１２の表面から寸法Ｌ２である第３領域１３ｃと、第３領域１３ｃに接して平板部１２の
裏面に配置され且つそれぞれＹ軸方向で平板部１２の内側に向かう厚みを幅{（Ｄ１-Ｄ２
）/２}とし且つＺ方向の高さが平板部１２の表面から寸法Ｌ３である第４領域１３ｄとを
、圧着部１３が備えている。
２つの第１領域１３aと２つの第３領域１３ｃは互いに接続しており、図２（ｅ）に示す
ように、平板部１２の裏面から見ると、これらでロの字形状を形成する。このロの字形状
は、電池セルＣＥに直接的に圧着される部位（以下、直接的圧着部位という）となる。
また、２つの第２領域１３ｂと２つの第４領域１３ｄは互いに接続しており、図２（ｅ）
に示すように、平板部１２の裏面から見ると、これらでロの字を形成する。このロの字形
状は、後述の支柱部１５により電池セルＣＥに接触することはないが、平板部１２と直接
的圧着部位に接続して形成されることで、直接的圧着部位の圧着の強度を増すことができ
る部位（以下、圧着補強部位という）となる。
なお、直接的圧着部位には、ガス漏れ危険部位である「容器７と蓋８とが溶接又は接着・
熱溶着等された接合部」の近傍に溝（以下、第１の溝という）が形成されており、この第
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１の溝に、後述のガス変換物質１６が塗り込まれる等して配置される。また、圧着補強部
位には、ガス漏れ危険部位である「電極端子と蓋８とが樹脂等で接合された接合部」の近
傍に溝（以下、第２の溝という）が形成されており、この第２の溝に、後述のガス変換物
質１６が塗り込まれる等して配置される。図２（ｅ）では、ガス変換物質１６が配置され
る領域を波線で示しており、ガス漏れ危険部位を取り囲むよう、直接的圧着部位及び圧着
補強部位の実質的に全周囲にガス変換物質１６が配置される。
【００２１】
　支柱部１５は、平板部１２の裏面に接続し且つ当該裏面から－Ｚ方向に寸法Ｌ５だけ延
びる支柱状の構成である。ガス検知キャップＣＡを電池セルＣＥに挿入して嵌め合わせ、
電池セルＣＥをガス検知キャップＣＡで圧着した際に、電池セルＣＥに支柱部１５が直接
的に接触できるよう、支柱部１５が平板部１２の裏面に適宜配置される。図２（ｅ）では
、圧着補強部位に接して、後述のガスセンサーＧを取り囲むように４つの支柱部１５が形
成されている。ただし、支柱部１５によって、ガス漏れ危険部位から漏れ出るガスをガス
センサーＧまで導くことができるガス流路の形成を阻害することのないよう、当該支柱部
１５の太さや形状は適宜設計される。
【００２２】
ガスセンサーＧ（図２ではガスセンサーＧａ）は、Ｚ方向の寸法がＬ７であり、また、こ
こではＸＹ平面の形状が寸法Ｄ２より小さい直径の円筒状の形状である。さらに、ここで
は、ガス検知キャップＣＡを電池セルＣＥに挿入して嵌め合わせた際に、蓋８に形成され
た安全弁（図示せず。安全弁は一般的に蓋８より薄く、ガス漏れ危険部位といえる）の＋
Ｚ方向に位置するよう平板部１２の裏面に配置・固定されている。
ガスセンサーＧの種類は、電池セルＣＥの内部で発生するガスまたは後述のガス変換物質
の種類に応じて、適宜いかようなものを用いてもよい。詳細については、後述する。
【００２３】
以上のガス検知キャップＣＡの構成により、ガス検知キャップＣＡを電池セルＣＥに挿入
して嵌め合わせ、電池セルＣＥをガス検知キャップＣＡで圧着した際に、電池セルＣＥと
ガス検知キャップＣＡの間に小部屋、すなわち密閉した空間（以下、密閉空間という）を
形成することができる。そして、ガス漏れ危険部位から電池セルＣＥ内部で発生したガス
が漏れ出た場合に、当該ガスを当該密閉空間に配置されるガスセンサーＧまで導くことが
できるガス流路が当該密閉空間に形成される。
なお、ガス検知キャップＣＡの平板部１２、圧着部１３、および支柱部１５は、型成形を
用いて、同一材料で互いに一体に形成してもよい。
【００２４】
ところで、上述のとおり、回路基板１６を平板部１２の表面に固定して、ガス検知キャッ
プＣＡとしてもよい。
回路基板１６は、ここでは、平板部１２に比べ弾性力の弱いプラスチック基板を用いてい
る。そして、回路基板１６には、平板部１２の貫通孔１４に対応する位置に、電極端子の
ＸＹ平面の断面形状と実質的に同じ且つやや大きめの形状であって、回路基板１６をＺ方
向に貫通する貫通孔（以下、回路基板用貫通孔という）が形成されている。ここでは、電
極端子の上記断面形状が略円の形状であるので、当該貫通孔１４の上記形状も、当該略円
の形状である。
回路基板１６には、図１で示した各電池セルＣＥａ～ＣＥｈのそれぞれに対応する温度セ
ンサーＴａ～Ｔｈおよびセル電圧を計測するための電圧センサーＶａ～Ｖｈが配置・固定
されている。そして、回路基板１６には、当該温度センサーや当該電圧センサーの計測値
を伝達するプリント配線や、ガスセンサーＧの計測値を伝達等するための平板部１２を貫
通する電気経路と接続するプリント配線が適宜形成されている。また、これらセンサーに
動作電力を適宜供給し、また、セル電圧を計側するために、ガス検知キャップＣＡを電池
セルＣＥに挿入して嵌め合わせた際に、回路基板用貫通孔を介して電池セルＣＥの正極端
子９と負極端子１０に自動的に電気的に接続されるプリント配線及び端子も、回路基板１
６に形成されている。



(8) JP 5118743 B2 2013.1.16

10

20

30

40

50

図示しないものの、回路基板１６には、これらプリント配線とＢＭＳ６とを電気的に接続
するバスまたは信号線が適宜接続される。
以上の回路基板１６を含んだガス検知キャップＣＡとすることにより、ガス検知キャップ
ＣＡを電池セルＣＥに挿入して嵌め合わせ且つ圧着した際に、当該電池セルに対応する各
種センサーを同時にワンタッチで接続することができるので、電池システム１の製造・補
修が容易・簡便となり、製造コスト及び補修のコストを低減することができる。
【００２５】
なお、各アームを構成する電池セルＣＥａ～ＣＥｈ間を直列接続等に電気接続する配線で
あるバスバーは、各電池セルに配置される回路基板１６の回路基板用貫通孔を貫通して回
路基板１６よりも+Ｚ方向へ突出する電極端子の突出部分に接続される。これにより、図
１の電池システム１が構成される。
【００２６】
では、図１及び図２を用いて、電池システム１による「電池容器密閉破壊検知」につき、
説明する。
本実施形態では、電池セルＣＥの一例としてリチウムイオン二次電池を挙げるので、リチ
ウムイオン二次電池の電池容器から発生するガスを検知することで、各電池セルＣＥの電
池容器密閉破壊検知を行う。
リチウムイオン二次電池の充電または放電によって、人体に無害な二酸化炭素（ＣＯ２）
等のみならず、人体に有毒なガスであるフッ化水素（ＨＦ）や一酸化炭素（ＣＯ）等が電
池容器内部に発生する。また、このフッ化水素（ＨＦ）は、上記腐食を生じさせるガスで
もある。
従って、ここでは、代表的に有害なフッ化水素ガスを無害ガスへ変換するとともに、当該
無害ガスの量等を計測することで、電池容器密閉破壊検知を行うとして説明する。
このため、有害ガスであるフッ化水素ガスを無害ガスである二酸化炭素ガスへ変換する炭
酸ナトリウム（Ｎａ２ＣＯ３）をガス変換物質１６としてガス検知キャップＣＡに配置す
る。そして、ガスセンサーＧには、二酸化炭素を検知する二酸化炭素ガスセンサー（例え
ば、フィガロ技研株式会社製　ＴＧＳ４１６１）を用いる。炭酸ナトリウム（Ｎａ２ＣＯ

３）は電池セルが万一発火した際に消火剤として機能することもできので、電池システム
１の安全性向上の観点で大変有用である。
なお、フッ化水素ガスから二酸化炭素ガスへの変換は、フッ化水素ガスがガス変換物質１
６としての炭酸ナトリウムに接触することで、「Ｎａ２ＣＯ３＋ＨＦ　→　ＮａＦ２＋Ｈ

２Ｏ＋ＣＯ２」の化学反応が生じることで達成される。
【００２７】
まず、電池システム１は、図２のように各電池セルＣＥａ～ＣＥｈにガス検知キャップＣ
Ａを適宜圧着させた後、図１のように電池システム１の各構成を適宜に電気的接続して構
成されている。ここで、ＢＭＳ６には、図示しない不揮発性メモリが備えられており、電
池容器の密閉状態が維持できている場合の上記密閉空間における所定ガス（ここでは、二
酸化炭素ガス）のガス量またはガス濃度の値（ガス基準値）が当該不揮発性メモリに予め
記憶されている（例えば、市販される前に工場等にて当該記憶がなされる）。
次に、市販またはユーザーのもとで構築された電池システム１が起動され、電池システム
１の運転が開始されると、ＢＭＳ６は、所定のタイミング（例えば、５分ごとのタイミン
グ）で、各ガスセンサーＧａ～Ｇｈの計測した所定ガス（ここでは、二酸化炭素ガス）の
ガス量またはガス濃度の値に関する検知・計測情報を上記ガス基準値（検知・計測情報に
対応する計測単位、例えば電圧等の単位の値である）と比較する。そして、比較した結果
、上記ガス基準値から所定量または所定濃度（例えば、１０００ｐｐｍ）だけ当該検知・
計測情報が示す値が大きくなった場合に、ＢＭＳ６は、当該大きくなった値を示した電池
セルの電池容器の密閉が破壊されたと判定する。そこで、当該電池セルに対応する電池容
器密閉破壊検知情報をアクティブにして、上記関連情報の一つとして上位制御装置４へ送
信する。
【００２８】
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なお、このとき、当該大きくなった値を示した電池セルではガス漏れ危険部位から電池セ
ル内部で発生したガスが漏れ出している。すなわち、当該電池セルでは、電池容器の密閉
が破壊している。従って、当該電池セル内部で発生したガスの一部である二酸化炭素ガス
はそのまま上記密閉空間に広がって二酸化炭素ガスセンサーであるガスセンサーＧに直接
的に計測され、且つ、当該電池セル内部で発生したガスの他の一部である有害のフッ化水
素ガスは上記密閉空間に広がった際にガス変換物質１６に接触することで無害の二酸化炭
素ガスに変換されて、ガスセンサーＧで間接的に計測される。このため、上記直接的にガ
スセンサーＧに計測される二酸化炭素ガスのみならず、上記間接的にガスセンサーＧに計
測されるフッ化水素ガスの量または濃度も加算されることで、ガス変換物質１６を配置し
ない場合に比べ、当該検知・計測情報の示す値が早期により大きくなるのである。
【００２９】
そして、ＢＭＳ６から上記関連情報を受信した上位制御装置４は、電池容器密閉破壊検知
情報がアクティブとなった電池セルが電池セルＣＥａ～ＣＥｈのいずれであるかを表示装
置５に表示させるとともに、上記異常値であると判断して表示装置５を上述のように制御
してユーザーの注意を促す。
さらに、上位制御装置４は、表示装置５を制御して上述のようにユーザーの注意を促しつ
つ、所定時間経過後（例えば、５分後）に電力負荷３へ供給する各アームからの電流をユ
ーザーの意思に関わらず制限する旨の警告も表示装置５に表示させる。そして、当該所定
時間経過後に、上位制御装置４は、電池容器密閉破壊検知情報がアクティブとなった電池
セルに対応する温度センサーからの関連情報を用いつつ、当該温度センサーの計測値が所
定の温度以下（例えば、４０℃以下）となるように電力負荷３へ流す電流又は電力負荷３
へ供給する電力の上限値を制限する。電池容器の密閉が破壊される場合には、電池セルの
温度が上昇して電池容器が膨張している危険な状態である場合もあり、上記所定の温度以
下に早期に冷却するために電力負荷３へ流す電流又は電力負荷３へ供給する電力の上限値
を制限するものである。
従って、ユーザーは、電池システム１の点検・補修を強く動機づけられ、さらに電力負荷
３への電流の上限値が制限されることから電池システム１の運転も安全に行うことができ
る。すなわち、電池システム１の安全性を向上させることができる。
【００３０】
　以上の説明では、ＢＭＳ６が、図示しない不揮発性メモリに記憶されたガス基準値を用
いて上記比較を行っていたが、当該不揮発性メモリのガス基準値を使用しない場合もあり
うる。
この場合には、例えば、電池モジュール２の筐体に電池システム１の外気から基準値を得
るためガスセンサー（ガスセンサーＧと同一構成である）を配置し、当該ガスセンサーの
計測した情報をＢＭＳ６が受信する構成とすればよい。すなわち、この構成においては上
記ガス基準値を固定の値ではなく、電池システム１の使用環境に応じた可変の値として、
各ガスセンサーＧａ～Ｇｈの計測した値と比較する。
すなわち、上記可変の値とする場合には、ＢＭＳ６は、所定のタイミング（例えば、５分
ごとのタイミング）で、各ガスセンサーＧａ～Ｇｈの計測した所定ガス（ここでは、二酸
化炭素ガス）のガス量またはガス濃度の値に関する検知・計測情報を、電池モジュール２
の筐体に設置され且つガスセンサーＧと同一のガスセンサーの計測した所定ガス（ここで
は、二酸化炭素ガス）のガス量またはガス濃度の値（ガス基準値）に関する検知・計測情
報とを比較する。そして、比較した結果、当該ガス基準値から所定量または所定濃度（例
えば、１０００ｐｐｍ）だけ各ガスセンサーＧａ～Ｇｈに対応する検知・計測情報が示す
値が大きくなった場合に、ＢＭＳ６は、当該大きくなった値を示した電池セルの電池容器
の密閉が破壊されたと判定する。そこで、当該電池セルに対応する電池容器密閉破壊検知
情報をアクティブにして、上記関連情報の一つとして上位制御装置４へ送信する。以降の
動作は、上述の動作と同様である。
【００３１】
　また、以上の説明では、有害ガスであるフッ化水素ガスに着目したが、有害ガスである
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一酸化炭素ガスに着目してもよい。この場合には、ガス変換物質１６として、例えば、有
害な一酸化炭素ガスを無害な二酸化炭素ガスに変換する物質（例えば、一酸化炭素酸化触
媒として株式会社キャタラー製　ＲＴＣ－Ｂ２）に変更する。このように変更しても、上
記と同様の動作で、電池容器密閉破壊検知を行うことができる。
　もちろん、ガス変換物質１６を一種類に限定せず、２種類以上の物質をガス検知キャッ
プＣＡに配置してもよい。例えば、ガス変換物質１６として、炭酸ナトリウムと一酸化炭
素酸化触媒とをガス検知キャップＣＡに配置すれば、有毒なフッ化水素ガスも一酸化炭素
ガスも無害化できるとともに、これらのガスが無害な二酸化炭素に変換されて上記密閉空
間の二酸化炭素ガスの量または濃度をより早期に増加させることで、ガス変換物質１６を
配置しない場合に比べて早期に電池容器密閉破壊検知情報をアクティブとすることができ
る。従って、電池システム１の安全性をさらに向上させることができる。
　なお、電池セルをリチウムイオン二次電池以外の電池とした場合には、当該電池の内部
で発生するガスに応じて、適宜、ガス変換物質１６とガスセンサーＧの種類を選定すれば
、上記電池容器密閉破壊検知と同様の動作を行うことができる。
【００３２】
　本発明は上述した実施形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない限りで種々の変形
が可能である。例えば、上記実施形態においては、電池モジュール２のＢＭＳ６と上位制
御装置４を分けて論じていたが、これらを１つの制御装置として制御を行ってもよい。
　また、電池容器の形状は角型として説明したが、円筒型であってもよい。
　さらに、電極端子は円柱状としたため、貫通孔１４や回路基板用貫通孔の形状もこれに
対応した略円の形状としたが、これに限定されるものではない。電極端子の形状は三角柱
や四角柱など適宜変更可能であり、この場合には、電極端子の形状に対応させて、貫通孔
１４や回路基板用貫通孔の形状も適宜変更させることができる。
【符号の説明】
【００３３】
１…電池システム、２…電池モジュール、３…電力負荷、４…上位制御装置、
５…表示装置、６…ＢＭＳ、７…容器、８…蓋、９…正極端子、１０…負極端子、
１１…絶縁樹脂、１２…平板部、１３…圧着部、１４…貫通孔、１５…支柱部、
１６…ガス変換物質、１７…回路基板、
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